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１ 公園愛護会とは                    

 

(1) 公園愛護会とは 

市内には、小さな公園から大きな公園までたくさんの公園があります。特に、街

区公園や近隣公園などの比較的規模の小さな、地域に身近な公園が数多く配置され

ています。周辺住民の皆さんにとって共通の「憩いの場」といえる身近な公園の管

理は、公園を設置している行政が行うだけでなく、地域の皆さんの協力が必要です。

そのため、地域の皆さんに、清掃や草刈、利用者へのマナー啓発等のボランティア

活動を行う、公園愛護会（以下「愛護会」という）を結成していただいています。 

 

(2) 活動内容 

「横浜市公園愛護会事務取扱要綱」では、愛護会について、「市民の憩いの場であ

る公園の管理、活用に関して、地域においてその中心的な役割を果たす団体」であ

り、「公園が清潔で安全かつ楽しく利用できるよう活動を行う」と示しています。公

園は、愛護会を中心に地域で大切にし、地域交流の場として活用されることが望ま

れます。ただ、愛護会の活動はボランティア活動なので、無理をしない、負担にな

らない範囲で、「参加する仲間同士楽しみながら行う」ということが大切です。 

活動の頻度は、まずは毎月１回程度が目安となります。しかし、公園の状況や参

加者など、各公園で実情が異なるため、愛護会ごとに無理のない範囲で活動頻度を

定め取り組んでください。また、厳暑期や厳冬期などは、特に体調等に留意し活動

を行ってください。 

 

愛護会の活動事例には、次のようなものがあります。 

 日常の清掃や草刈り（斜面地を除く）、落ち葉かき 

 地域全体に参加を呼び掛ける定期的な一斉清掃 

 子どもたちや犬の飼い主などに利用マナーを守っていただくよう伝える啓

発活動 

 花壇や植栽の手入れ、水やり 

 中低木を中心とした樹木の刈込み、脚立を使わないせん定 

 子どもたちの遊びの見守り、公園施設の不具合等の（所管事務所への）連絡 

 公園を使った様々な地域行事の実施 

※公園はすべての人に公開されたオープンスペースです。勝手に木を植えたり、「球

技禁止」などの規制をしたり、独占的な利用をしたりすることはできません。 

 

清掃活動             花壇活動          子どもたちの見守り 
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(3) 支援体制  

横浜市では、公園を管理する１８区の土木事務所と北部・南部の公園緑地事務

所（以下「土木事務所等」という）に、愛護会支援を行う職員「公園愛護会等コ

ーディネーター」が１名ずつ配置されています。 

公園愛護会等コーディネーターが愛護会の皆さんとの窓口となり、愛護会への

支援を行っています。 

活動や各種手続き、支援等の調整、連絡・相談など、愛護会活動や公園のこと

について、わからないことや困ったことがありましたら、気軽に声をお掛けくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要！【公園管理のための連絡に関する個人情報の保護について】 

 

愛護会長の連絡先は横浜市において、適切に管理しています。公園管理業務の

委託などの際には、作業を円滑に行うため、工事業者等に会長等の連絡先をお伝

えする場合があります。 

その際、市から会長あてに連絡先を工事業者等に伝えてよいかの確認をとらせ

ていただきます。 

ただし、緊急対応の必要がある場合は、その過程を省略させていただく場合が

ありますが、その際においても、業者等との委託契約に盛り込まれた個人情報保

護の条項に基づき、個人情報の保護の徹底を図ります。 
 

 各区土木事務所、 

北部・南部公園緑地事務所    

（公園愛護会の窓口） 

みどり環境局 物品の支援 
技術の支援 

愛護会通信の発行 
公園愛護会の PR 

環境活動事業課 

公園愛護会等 
コーディネーター 

（愛護会制度の担当） 

愛護会費の支払 
活動の支援 
連絡・相談 
各種手続き 

 

公園愛護会 
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(4)愛護会活動に関連する連絡先  

土木事務所等は、愛護会活動に関すること、公園の維持管理に関すること、物品支援や

技術支援、イベント等を行う際の行為許可、公園内に施設を設置・占用するときの許可

等を行う窓口です。 

身近な公園は各区土木事務所、大規模な公園と一部の身近な公園は北部・南部公園緑地

事務所が窓口となります 

問合せ時間： 午前 8 時 45 分～午後５時 （土・日曜・祝日、年末年始を除く） 

 

① 身近な公園の愛護会の窓口（各区土木事務所） 

名称 〒 住所 電話 FAX 

鶴見土木事務所 230-0051 鶴見区鶴見中央 3-28-1 510-1669 505-1318 

神奈川土木事務所 221-0801 神奈川区神大寺 2-28-22 491-3363 491-7205 

西土木事務所   220-0055 西区浜松町 12-6 242-1313 241-7582 

中土木事務所   231-0023 中区山下町 246 641-7681 664-6196 

南土木事務所   232-0024 南区浦舟町２－３３ 341-1108 241-1156 

港南土木事務所 233-0004 港南区港南中央通 10-1 843-3711 845-6489 

保土ケ谷土木事務所 240-0005 保土ケ谷区神戸町 61 331-4445 335-0531 

旭土木事務所   241-0032 旭区今宿東町 1555 953-8801 952-1518 

磯子土木事務所 235-0016 磯子区磯子 3-14-45 761-0081 753-3267 

金沢土木事務所 236-0014 金沢区寺前 1-9-26 781-2511 781-2822 

港北土木事務所 222-0037 港北区大倉山７-39-1 531-7361 531-9699 

緑土木事務所   226-0025 緑区十日市場町 876-13 981-2100 981-2112 

青葉土木事務所 225-0024 青葉区市ケ尾町 31-1 971-2300 971-3400 

都筑土木事務所 224-0032 都筑区茅ケ崎中央 32-1 942-0606 942-0809 

戸塚土木事務所 244-0003 戸塚区戸塚町 2974-1 881-1621 862-3501 

栄土木事務所   247-0007 栄区小菅ケ谷 1-6-1 895-1411 895-1421 

泉土木事務所   245-0024 泉区和泉中央北 5-1-2 800-2532 800-2540 

瀬谷土木事務所 246-0022 瀬谷区三ツ境 153-7 364-1105 391-6974 
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② 大規模な公園等の窓口 

 
※清掃ゴミの収集は９ページに掲載しています。 

 

区　名 区　名

鶴見 南

神奈川 港南

保土ケ谷 金沢

旭 磯子

港北 戸塚

緑 栄

青葉 泉

西

旭

西

金沢

公　園　名 公　園　名

馬場赤門公園/みその公園/馬場花木園/入
船公園/潮田公園/東寺尾一丁目ふれあい
公園/二ツ池公園

清水ケ丘公園

北部公園緑地事務所 南部公園緑地事務所

〒241-0834　旭区大池町６５－１
電話（353）1166　　FAX（352）3086

　　　　　　　　　　　　（こども自然公園内）

〒234-0054　港南区港南台3-5-1
電話（831）8484　FAX（831）9389
　　　　　　　　　　（港南台中央公園内）

久良岐公園/港南台中央公園/日野中
央公園

陣ケ下渓谷公園/常盤公園/
今井の丘公園/仏向原ふれあい公園

金沢緑地/長浜野口記念公園/海の公
園/富岡総合公園/野島公園/長浜公
園/富岡西公園/小柴自然公園/
金沢八景権現山公園

こども自然公園/たちばなの丘公園/
今川公園/南本宿第三公園/
横浜動物の森公園川井コミュニティ広場

根岸なつかし公園/岡村公園/新杉田
公園

三ツ沢公園/神の木公園/台町公園/
ポートサイド公園/菅田町赤坂公園

都筑
大塚・歳勝土遺跡公園/都筑中央公園/
都田公園/茅ヶ崎城址公園/
大棚杉の森ふれあい公園

岸根公園/新横浜公園/大倉山公園/菊名桜
山公園/師岡町梅の丘公園

舞岡公園/小雀公園/東俣野中央公園
/俣野公園/俣野別邸庭園/ハマヤク
農園（深谷町ふれあい公園）/
舞岡八幡山しぜん公園

北八朔公園/長坂谷公園/玄海田公園/
新治里山公園

金井公園/小菅ヶ谷北公園

谷本公園
天王森泉公園/中田中央公園/
岡津町ふれあい公園

瀬谷
瀬谷本郷公園/阿久和富士見小金台
公園

環境活動支援センター 南部公園緑地事務所（都心部公園担当）

〒240-0025　保土ケ谷区狩場町213
電話（711）0635　　ＦＡＸ（721）6356

〒231-0005　中区本町６－５０－１０
電話（671）3648　　ＦＡＸ（550）3917

横浜市こども植物園/横浜市児童遊園地
岡野公園/グランモ－ル公園/高島中
央公園/高島水際線公園

本牧臨海公園/港の見える丘公園/
山下公園/根岸森林公園/
本牧山頂公園/本牧市民公園/
横浜公園/大通り公園/元町公園/
山手イタリア山庭園/山手公園/
日ノ出川公園/山吹公園/アメリカ山
公園

中

動物園課
〒231-0005　中区本町６－５０-10

 電話：671-4124　　ＦＡＸ：550-4650

横浜動物の森公園

野毛山公園

金沢自然公園


	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	改正案_002_連絡先一覧(P3-4)
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	改正案_003_公園愛護会の一年(P5-8)5.13
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	改正案_003_公園愛護会の一年(P5-8)5.13 - コピー
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★【施行】_公園愛護会マニュアル
	★改正案_公園愛護会マニュアル
	★改正案_公園愛護会マニュアル
	000_2025修正　表紙
	★改正案_公園愛護会マニュアル
	バインダー1
	★改正案_公園愛護会マニュアル
	★2025.12公園愛護会マニュアル改正案
	0001_目次
	001_20240401修正　公園愛護会とは(P1-2)
	改正案_002_連絡先一覧(P3-4)
	改正案_003_公園愛護会の一年(P5-8)5.13
	改正案_004_愛護会の活動方法いろいろな愛護会活動（P9-16）5.12
	005_愛護会の活動方法技術支援（P17-21)2021.1.26
	006_愛護会の活動方法物品支援（P22-23)
	改正案_007_行事・イベントについて【0420】 (2)
	改正案_008_安全な活動のために【0420】 (2)
	009_2025修正　付録
	009_20240401修正　付録2021.1.26

	010_メモ











	改正案_012_20260401修正　奥付




	マニュアル添付用【施行】_横浜市公園愛護会事務取扱要綱


	マニュアル添付用【施行】_横浜市公園愛護会事務取扱要綱
	【施行】_横浜市公園愛護会事務取扱要綱


	【施行】_横浜市公園愛護会事務取扱要綱



